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基準10 財務 

（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。

また，債務が過大ではないか。 

 

（観点に係る状況）  

  本校における教育活動等を将来にわたって適切かつ安定して遂行するために必要な資産を，平成

16年度の法人化に伴って国から継承して有している。平成23年３月末現在におけるその資産現在額

は，固定資産の取得状況一覧（資料10－１－①－１）のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 また，貸借対照表（資料10－１－①―２）が示すように，機構本部からの運営費交付金等の範囲

内で運営しており，平成23年３月末現在の未払金は，主に人件費・退職手当であり，実際に未払い

となっている債務はない。                        

                                         資料 10－１－①－１ 

 固定資産の取得状況一覧 

 

 区  分 平成18年度末 平成19年度末 平成20年度末 平成21年度末 平成22年度末 

不動産 

土地 
㎡ 89,599 89,599 89,599 89,599 89,599 

百万円 3,984 3,984 3,984 3,984 3,984 

建物 
延㎡  35,508  35,508   35,538   35,538   35,538  

百万円 2,086 1,953 1,871 1,778 1,684 

構築物 百万円 189 165 134 115 122 

小計 百万円 6,259 6,102 5,989 5,877 5,790 

動産 

車両運搬具 百万円 2 1 1 2 2 

工具器具備品 百万円 163 169 141 230 258 

小計 百万円 165 170 142 232 260 

その他有形固定資産 百万円 9 9 9 9 9 

無形固定資産 百万円 2 1 1 1 1 

合計 百万円 6,435 6,282 6,141 6,119 6,060 

                                      （出典 総務課作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

  固定資産の取得状況一覧に示すように，教育活動等を将来にわたって適切かつ安定して遂行する

ために必要な資産を有している。また，貸借対照表が示すように，機構本部からの運営費交付金等

の範囲内で運営しており，実質的に未払いとなっている債務はない。 

 以上のことから，学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有し，債務も適 

正である。 

 

 

観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継

続的に確保されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 主な経常的収入である運営費交付金は，国から高専機構を通じて効率化係数対前年度１％減では 

あるが今後も継続的に交付されるため，安定的に確保されている。また，その他の経常的収入であ 

る授業料・入学検定料・入学料のほか，財産貸付料等の自己収入についても，継続的に確保されて 

いる（資料10－１－②－１）。なお，事業遂行に必要な経費から収入額を差し引いたものが，高専

機構から「運営費交付金」として措置され，配分されている。   

                                       資料 10－１－①－２ 

  貸借対照表 

  

                       （出典 総務課作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）    

   本校の主な経常的収入である運営費交付金については，国から高専機構を通じて継続的に交付

されており，安定的に確保されている。さらに，学生からの諸納付金（授業料・入学検定料・入

学料等）についても，継続的収入を確保している。 

   以上のことから，学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための経常的収入は，

継続的に確保されている。 

 

 

観点10－１－③： 学校の目的を達成するために，外部の財務資源の活用策を策定し，実行してい

るか。 

 

（観点に係る状況）  

  科学研究費補助金については，校内歳出予算配分方針において，科研費申請者に教育研究実施経

費の保留分から再配分を行い，さらに，校長リーダーシップ経費で申請の可能性のある研究等につ

いて追加配分をする等の支援を行うことにより，申請意欲の向上を図っている。その他，企業から

の受託研究費，共同研究費，寄附金等の外部資金の受入れにも努力しており，補助金として平成21

年度より５年間，文部科学省科学技術振興調整費「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラ

ム」が採択された。また，平成22年度より寄附金で新たに「寄附研究部門」を近隣企業から受け入

れているなど、学校をあげて推進している（資料10－１－③－１）。 

    

                                                                       資料 10－１－②－１ 

収入の確保等の状況 

                               単位：千円 

 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

運営費交付金 1,356,217 1,420,639 1,268,540 1,134,764 1,160,550 

施設整備費補助金 33,327 26,719 0 16,317 0 

授業料 245,108 247,676 251,001 247,636 251,560 

入学料及び検定料 28,111 28,648 28,248 28,356 26,653 

その他自己収入 13,864 14,507 14,689 13,176 12,853 

産学連携等研究収入 18,681 29,556 54,316 55,914 31,082 

寄附金収入 5,519 12,669 14,231 8,350 31,455 

その他補助金 0 0 0 116,851 54,789 

収入計 1,700,827 1,780,414 1,631,033 1,621,364 1,568,942 

（出典 総務課作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

科学研究費補助金について，予算の再配分や校長リーダーシップ経費からの支援により申請意欲

の向上を図っている。また，学校をあげて共同研究等の外部資金の受入れにも努力している。その

結果，金額・件数とも安定した収入確保の一助となっている。 

以上のことから，外部の財務資源の活用策を策定し，実行している。 

 

観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計

画等が策定され，関係者に明示されているか。 

 

（観点に係る状況）  

   本校の目的を達成するための財政上の基礎としての中期目標・中期計画（資料10－２－①－ 

１）は，独立行政法人国立高等専門学校機構の中期目標・中期計画を踏まえて策定している。 

 

本校の予算配分は，中期目標・中期計画及び予算配分方針（資料10－２－①－２）に基づき作成

され，総務委員会において審議された予算配分額（資料10－２－①－３）が総務委員会委員（各学

科長等）より学科会議等を通じて教職員に明示され周知されている。 

                                         資料 10－１－③－１ 

外部資金受け入れ状況 

単位：千円 

 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

科学研究費補助金 9 11,570 9 11,230 18 22,035 20 17,150 14 16,914 

補助金 0 0 1 70 2 150 3 43,515 4 49,466 

共同研究 21 7,830 25 13,285 36 39,168 42 39,124 37 25,152 

受託研究 3 10,551 6 14,081 6 10,934 5 13,130 3 2,396 

寄附金 19 5,519 13 12,669 15 14,231 8 8,350 10 27,970 

合計 52 35,470 54 51,335 77 86,518 78 121,269 68 121,898 

（出典 総務課作成資料） 

                     資料 10－２－①－１ 

 沼津工業高等専門学校中期計画（抜粋） 

沼津工業高等専門学校中期計画 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。） 

１， 収支計画及び資金計画     

   外部資金（共同研究，受託研究，奨学寄附金，科学研究費等）の獲得に積極的に 

取り組み自己収入の増加を図る。 

（出典 本校中期計画） 
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                                                           資料 10－２－①－２ 

平成 23 度予算配分方針（抜粋） 

  

（略） 

（出典 総務委員会資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

  本校中期計画は，独立行政法人国立高等専門学校機構中期目標・中期計画を踏まえ，本校におけ 

る中期目標・中期計画及び具体的な教育研究活動の方針を総務委員会において審議し，運営してい

る。また，予算配分においても総務委員会委員（各学科長等）より学科会議等を通じて教職員に明

示し周知している。 

以上のことから，適切な収支に係る計画等が策定され，関係者に明示されている。 

 

 

資料 10－２－①－３ 

 

                   （中略） 

 

       （出典 総務委員会資料） 
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観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

 

（観点に係る状況）  

支出については，財務会計システムで一元管理されており，損益計算書（資料10－２－②－１） 

で示すように支出超過はない。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

損益計算書で示すように，収支決算については財務会計システムで一元管理されており，支出超 

過はない。 

以上のことから，収支は適正に管理されており，支出超過はない。 

 

                                        資料 10－２－②－１ 

 沼津工業高等専門学校損益計算書（抜粋） 

    

 

（出典 総務課作成資料） 
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観点10－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）

に対し，適切な資源配分がなされているか。 

（観点に係る状況）  

  教育・研究に充てられる予算については，総務委員会で審議の上，予算配分方針に基づき予算配 

分計画を決定している。 

  特別経費のうち「校長リーダーシップ経費」については，教員，各学科等から申請要領に基づき

申請された事業について，校長，副校長，事務部長によるヒアリングを行い，必要性を審査し，採

否を含め配分額を決定している（資料10－２－③－１）。 

さらに，本校のマスタープランを策定し，計画的に予算配分を行っていく（資料10－２－③－ 

２）。また，大型の施設・設備の整備に必要な予算については，機構本部にマスタープランで予算 

要求等を行っている。 

 

 

                                        資料 10－２－③－１ 

 校長リーダーシップ経費申請要項（抜粋） 

 

平成２３年度校長リ－ダ－シップ経費の配分基準について 

平成 23 年 4 月 25 日 

校  長  裁  定 

 

このことについては、下記の配分基準等により配分する。 

 

記 

１ 配分基準 

配分対象経費を次のとおり区分し、別紙「配分基準」によりそれぞれの配分額を決定する。 

Ａ．教育高度化推進経費 

Ｂ．研究活動活性化経費 

Ｃ．学校運営活性化経費 

Ｄ．その他校長が必要と認めた経費 

 

２ 配分申請 

（１）配分を希望する者は、本校における将来の発展に資する事業で、既定経費では実施に支障のあ 

る事項を厳選し、経費配分申請書（別紙様式１）の教育・研究目的を具体的に記入し作成の上、 

各所属長に提出する。 

 なお、教育・研究設備の更新・新規要求については、別添学内マスタープランにて要求するも 

のとする。 

（２）各所属長は、教員又はグループから提出された申請書を順位付けし、学科等の順位一覧（別紙 

様式２）を作成の上、併せて校長に申請するものとする。 

なお、複数学科にまたがる申請については、主たる教員の所属長から提出するものとする。 

（３）申請期限：平成２３年 ５月２０日（金） 

 

３ 配分決定 

（１） 採択及び配分額の決定については、校長が副校長と協議し、学科等の順位一覧を基に申請者 

とのヒアリングにより決定する。また、結果については総務委員会で報告する。 

（２）配分確定後、予算の残が生じた場合は以下の事項への配分について、校長が決定する。 

①予備費への充当 

②次点以降の申請事項からの選択 
 
                     （略） 

（出典 総務課作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）     

  予算配分については，総務委員会において予算編成方針及び予算配分案が示され，その内容は総 

務委員会委員（各学科長等）より学科会議等を通じて教職員に明示されており，教育研究を助長す 

るシステムを構築している。また，特別経費等は，教員，各学科等から申請要領に基づき申請され

た全ての事業について，校長，副校長，事務部長によるヒアリングを行い，必要性を審査し，採否

を含め配分額を決定している。さらに，学内マスタープランを作成し，長期的な視野に立つ計画的

な整備を実施している。 

以上のことから，適切な資源配分がなされている。 

 

 

観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

 

（観点に係る状況）  

  学校を設置する独立行政法人国立高等専門学校機構の財務諸表は，官報及び機構ホームページに

おいて公表している（資料10－３－①－１，２）。 

  また、本校では収入・支出決算額を，沼津工業高等専門学校「学校要覧」及び本校公式ウェブサ

イト等において適正に公表している（資料10－３－①－３）。 

                                        資料 10－２－③－２ 

 設備整備マスタープラン導入希望調査 

 
                               平成２３年 ４月２５日 
 

 教 職 員  各位 
    

                           校   長 
 

平成２３年度 設備整備マスタープラン導入希望調査について（照会） 
 

標記のことについて、学内の教育・研究設備の充実に向けて、長期的な視野に立ち計画的な整備を 
実施していきます。 
ついては、老朽化設備の更新又は新規設備の導入を希望する場合には、下記要件等をご確認の上申 

請願います。 
なお、先にご提出いただいた別添学内マスタープランについても、再度見直し順位付けの上提出願 

います。（機構へ申請済のマスタープランについては、対象外とします。） 
                 

   記 
【設備対象要件】 

１．更新対象設備  原則として、取得価格３００万円未満の教育研究設備で耐用年数を経過し、 
老朽化しているもの。 

２．新規導入設備  カリキュラムの編成など教育研究上新たに必要となる設備で、原則として、 
取得見込価格が３００万円未満のもの。 

 
 ３．申請対象年度  平成２３年度～平成２６年度 
                        （略） 

（出典 総務課作成資料） 
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資料 10－３－①－１  

独立行政法人通則法第３８条第４項 

（財務諸表等）  

 三十八条  独立行政法人は，毎事業年度，貸借対照表，損益計算書，利益の処分又は損失の処理に関する書類 

その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財務諸表」という。）を作成し，当該事業年度の終了 

後三月以内に主務大臣に提出し，その承認を受けなければならない。  

２  ２ （略） 

   ３ （略）  

４  ４ 独立行政法人は，第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは，遅滞なく，財務諸表を官報に公告し，か 

つ，財務諸表並びに第二項の事業報告書，決算報告書及び監事の意見を記載した書面を，各事務所に備えて置 

き，主務省令で定める期間，一般の閲覧に供しなければならない。  

 

                                                 （出典 機構本部公式ウェブサイト） 
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                                         資料10－３－①－２ 

財務諸表等（抜粋） 

 

                                （出典 機構本部公式ウェブサイト） 
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（分析結果とその根拠理由）    

  財務諸表等については，国立高等専門学校機構本部で官報に公告する等，独立行政法人通則法 

に基づき適正に公表している。また、本校においても適正に公表している。 

  以上のことから，適切な方法で公表されている。 

 

 

観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

 

（観点に係る状況）  

毎年，高専相互内部監査（資料10－３－②－１）を実施し，監査報告書（資料10－３－②－２）

の指摘により改善を図っている。     

                                        資料10－３－①－３ 

財務諸表等（収入・支出決算額） 

 
（出典 本校公式ウェブサイト） 
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資料10－３－②－２ 

高専相互会計内部監査報告書 

 

   独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第４５条に基づき、内部監査を実施しましたので、 

下記のとおり報告します。 

記 

被監査高専名 沼津工業高等専門学校 

監査実施日 平成２２年１１月１８日 ～ １１月１９日 

監査担当者 

鳥羽商船高等専門学校 総務課長    ○○ ○○ 

           総務課課長補佐 ○○ ○○ 

           総務課調達係長 ○○ ○○ 

【監査結果の詳細】 

被監査部署及び対応者名：総務課 ○○総務課長、○○総務課課長補佐、○○財務係長 他 

①被監査部署の現状 

・総務課には、課長の他、課長補佐２名と専門員 1 名及び５係が配置されている。 

・会計を担当する職員は、予算決算、収入支出を担当する財務係４名(うち再雇用職員 1 名)、契約事務を

担当する用度係４名(うち再雇用職員 1 名)、施設係２名の３係、計１２名（課長、課長補佐を含む）とな

っている。 

②監査結果により把握された重要な問題点と所見 

・別添「高専相互会計内部監査チエックリスト」に従って、会計事務全般について聞き取り調査及び書類

確認等を行ったところ、概ね良好な会計処理が行われており、重要な問題点は見受けられなかった。 

③発見事項及び指摘事項 

 ④のとおり 

④指摘事項等（指示、考究） 

・別添「高専相互会計内部監査チエックリスト」のとおり 

指示（改善を求めたもの）・・・・４件 

⑤被監査部署の意見等 

・上記の指摘事項についは、速やかに対応を検討し、業務の改善を図りたいとのことであった。 

⑥関係資料等（徴収資料等） 

・組織図、「会計機関の補助者等の指定について」、「会計機関の事務の一部委任について」、 

「公印規則」、「公的マイレ－ジ取得・使用等一覧表」を参考のため聴取した。 

 その他特になし 

     （出典 総務課作成資料） 

資料10－３－②－１ 

独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則（抜粋） 
 

独立行政法人国立高等専門学校機構規則第３４号 
               制定 平成１６年４月１日 
           一部改正 平成２０年１２月２４日 
 

                  （略） 
 

第７章 内部監査及び責任 
  （内部監査） 
 第４５条 理事長は、予算の執行及び会計処理の適正を期するため、必要と認めるときは、特に命令した 

教職員に内部監査を行わせるものとする。 
  ２ 内部監査について必要な事項は、別に定めるものとする。 
  

                 （略） 
                         （出典 国立高等専門学校機構公式ウェブサイト） 
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また，平成21年度においては，監査法人監査（資料10－３－②－３）を受検し，平成22年度にお

いては，高専機構監事監査及び内部監査（資料10－３－②－４）を受検し，適正な財務執行管理を

図っている。 

 

 

 

さらに，外部評価委員による運営諮問会議（資料 10－３－②－５）において，財務に関する意

見を聴取し，改善を図っている。 

                                       資料 10－３－②－４ 
監事監査及び内部監査講評（会計関係） 

    

 

監事監査及び内部監査 

 

                                      2010.12.20～12.21 

講評（会計関係） 

１． 工事について 

高専相互内部監査において指摘された、契約書及び予定価格の作成基準については、規則に則って対 

応していくよう指示があった。 

２． 入札関係 

① 入札公告等において、「郵便による入札は不可」との表示があるが、今後、郵便による入札も可と 

するよう、本部から通知する予定である。 

② 競争参加資格について、Ａ～Ｄを認めているが、規則に則って対応するように指示があった。 

例：規則に則り資格を限定したため、応札者がない場合において、再度（５日に短縮して）公告す 

る。 

３． 予定価格の算出方法について 

役務関係（派遣、警備、清掃等）の積算において、前年度実績を根拠に積算しない方が望ましいとの 

指示があった。（前年度と状況が変化しているため） 

４． 自動車購入について 

自動車購入については、最低価格方式で競争しているが、今後「総合評価」で契約するよう指示があ 

った。 

（出典 総務課作成資料） 

                                       資料 10－３－②－３ 

国立高等専門学校監査法人監査報告書（抜粋） 

 

   

沼津工業高等専門学校 監査講評 MEMO 

2010.1.27（水） 

 

（全般的事項） 

１．予算執行と損益業績との整合性分析（利益分析） 

独立行政法人は，年度末に決算報告書の作成を義務付けられており，この開示には，国の時代（法人

化前）より踏襲される予算執行状況と発生主義会計による損益計算書情報の双方が含まれることがポイ

ントとなります。 

よって，当該両情報のギャップの分析を実施することが必要不可欠です。貴高専における第１期から

第 6 期事業年度（中間）における利益分析推移表は別紙の通りとなります。 

そのうち，第 6 期事業年度（中間）における収入支出決算上の収支差額（経営努力認定の対象額）と

会計上の利益との差異は以下の通りです。 

 （以下 略） 

（出典 総務課作成資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

毎年，高専相互内部監査を実施し，機構本部より随時に監査法人監査，高専機構監事監査及び内 

部監査を受検することにより，適正な財務執行管理を図っている。 

 さらに，外部評価委員による運営諮問会議において，財務に関する意見を聴取し改善を図っている。 

以上のことから，会計監査等が適正に行われている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

本校では，総務委員会において予算配分方針を決定し，その内容を教職員に明示した上，教

育研究活動を助長するシステムを構築しているとともに，それに基づいた予算を適正に配分し

ている。 

   校長リーダーシップ等の特別計画経費は，教員，各学科等から申請要領に基づき申請された全

ての事業について，校長，副校長，事務部長によるヒアリングを行い，必要性を審査し，採否を

含め配分額を決定している。 

 

資料 10－３－②－５ 

沼津工業高等専門学校 運営諮問会議委員 

平成 21 年度年度計画評価シート意見対応表（抜粋） 

 
（出典 平成 22 年度運営諮問会議報告書） 
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（改善を要する点）  

  該当なし。 

 

（３）基準10の自己評価の概要 

   本校では，教育研究活動等を将来にわたって適切かつ安定して遂行するために必要な資産を有

しており，債務はない。 

本校の経常的収入は，運営費交付金については，国から高専機構を通じて継続的に交付されて

おり，安定的に確保されている。さらに，科学研究費補助金，受託研究費等の外部資金の受入れ

にも努力している。 

   本校中期計画は，独立行政法人国立高等専門学校機構中期目標・中期計画を踏まえ，本校にお 

ける中期目標・中期計画及び具体的な教育研究活動の方針を総務委員会において審議し運営して 

いる。 

収支は適正に管理されており，支出超過はない。 

予算配分については，総務委員会において予算編成方針及び予算配分案が示され，その内容は 

総務委員会委員（各学科長等）より学科会議等を通じて教職員に明示されており，教育研究を助 

長するシステムを構築している。また，特別経費等は，教員，各学科等から申請要領に基づき申

請された事業について，校長，副校長，事務部長によるヒアリングを行い，必要性を審査し，採

否を含め配分額を決定している。さらに，学内マスタープランを作成し，長期的な視野に立つ計

画的な整備を実施している。 

財務諸表等については，国立高等専門学校機構本部で官報に公告する等，独立行政法人通則法

に基づき適正に公表している。また、本校においても適正に公表している。 

毎年，高専相互内部監査を実施し，機構本部より随時に監査法人監査，高専機構監事監査及び

内部監査を受検することにより，適正な財務執行管理を図っている。 

さらに，外部評価委員による運営諮問会議において財務に関する意見を聴取し改善を図ってい

る。 
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